
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
二
十
年
二
月
十
二
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
月
三
十
日
第
八
〇
ー
一
二
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
二
十
年
二
月
四
日
第
六
八
八
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

香
芝
市
関
屋
北
三
丁
目
一
四
八
番
地
ノ
一
〇
六

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

香
芝
市
関
屋
北
三
丁
目
三
番
六
号

福
嶋
進

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
十
二
月
十
三
日
第
八
〇
ー
一
八
一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
二
十
年
二
月
四
日
第
六
八
八
二
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
二
十
年
二
月
四
日
第
四
二
九
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

桜
井
市
大
字
粟
殿
六
五
八
番
地
ノ
一
、
六
五
九
番
地
ノ
一
及
び
六
六
〇
番
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

桜
井
市
大
字
谷
六
三
番
地

近
藤
隆
男

近
藤
せ
つ
子

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

桜
井
市
大
字
粟
殿
六
五
八
番
地
ノ
一
及
び
六
五
九
番
地
ノ
一
の
各
一
部

一

許
可
番
号



平
成
二
十
年
一
月
十
六
日
第
八
〇
ー
二
〇
二
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
二
十
年
二
月
四
日
第
六
八
八
三
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
五
井
町
二
一
四
番
地
ノ
二
の
一
部
、
二
一
四
番
地
ノ
三
の
一
部
、
二
一
五
番
地
ノ
一
、
二

一
六
番
地
ノ
二
、
二
二
〇
番
地
ノ
二
、
二
二
一
番
地
ノ
二
、
二
八
九
番
地
及
び
二
九
〇
番
地

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

御
所
市
大
字
池
之
内
三
二
二
番
地
ノ
二

米
田
清
貴
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